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だ
よ
り 

国
民
年
金 

若
年
者
納
付
猶
予
 　
　
　
　
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
 

全
額
免
除
 

4
分
の
1
納
付
 

2
分
の
1
納
付
 

4
分
の
3
納
付
 

保
険
料
納
付
 

未
　
納
 

　
　
　
　
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
 

　
　
　
　
受
給
資
格
に
も
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。
 

3
分
の
1

2
分
の
1

3
分
の
2

6
分
の
5

全
　
額
 

年
　
　
金
　
　
額
 

年金受給資格期間に算入されます。 


